
 1 

令和７年11月14日 

全員協議会 会議録 協議内容 

 

◇会議録 

 

１ 日  時  令和７年11月14日(金) 

        開 会  10時00分  閉 会 11時03分 

 

２ 場  所  役場３階議場 

 

３ 出 席 者  議長  寺林俊幸 

        １ 畠山美和  ２ 塚本逸彦  ３ 山端隆治 

        ４ 内山美穂子 ５ 小田新紀  ６ 長谷陽子 

        ７ 酒井はやみ ８ 荒 貴賀  ９ 野原惠子   

        10 石川康弘  11 岡本眞利子 12 小島智恵   

        16 谷口和弥  17 藤  孟  18 中橋友子 

        （以上16名）  

 

４ 欠 席 者  13 藤谷謹至  14 田口 之 

  

５ 事 務 局  局長 佐藤勝博  課長 岩岡夢貴  係長 渡辺 優 

         

６ 協議事項  ⑴ 町民と議会の意見交換会の結果報告について 

        ⑵ 今後の進め方について 

 

７ 協議内容  別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       議長     寺林 俊幸 
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◇協議内容 

（開会 10：00） 

○議長（寺林俊幸） ただいまから、全員協議会を開催いたします。 

  議題に入る前に、諸般の報告をいたします。 

  議会事務局長。 

〇議会事務局長 13番 藤谷議員、14番 田口議員 から、本日欠席する旨の連絡を受け

ておりますので、報告いたします。 

これで諸般の報告を終わります。 

〇議長（寺林俊幸） 議案の１、協議事項に入らせていただきます。 

  本日は、10月18日と20日に開催いたしました意見交換会による町民からのご意見等に

ついて、議員全員で確認し、共有するとともに、これらを踏まえた今後の進め方につい

て、ご意見等をいただき、議会としての考えを整理してまいりたいと考えております。 

はじめに、「⑴ 町民と議会の意見交換会の結果報告について」を議題といたします。 

  町内３会場で開催しました意見交換会の報告書（案）について、事務局から説明を求

めます。 

  議会事務局長。 

〇議事務局長（佐藤勝博） 町民と議会の意見交換会報告書（案）について、ご説明いた

します。 

あらかじめ配付いたしました資料１をご覧ください。 

  本資料は、10月18日と20日に町内３会場で開催いたしました意見交換会について、グ

ループワークによる意見交換の内容や、参加者アンケートの集計結果などをまとめたも

のであります。 

  はじめに、１ページをご覧ください。 

１ 開催状況は、18日の札内コミュニティプラザでは町民15人の参加、20日の町民会

館では町民９人の参加、忠類コミュティセンターでは町民５人の参加であり、３会場の

合計で29人の町民の方々に参加していただいたところであります。 

  次に、２ 会議録の概要は、各会場におけるグループワークでの意見交換の内容につ

いて、各グループで記録していただいた内容を取りまとめ、それぞれ、議員定数、議員

報酬、その他の議論と区分し、記載をしているものであります。 

  ３会場で計８グループの内容を８ページまで記載し、９ページと10ページには写真を

掲載しておりますが、内容についての説明は省略させていただきます。 

  次に、11ページをご覧ください。 

３ 参加者アンケート集計結果は、意見交換会終了後に参加者から提出していただき

ました、アンケートを集計したものであり、参加者数29人のうち、27人から回答をいた

だきました。 

問１ 参加者の年代は、70歳以上が最も多く、約半数を占めたほか、60代が約２割、

30代、40代、50代がそれぞれ約１割程度と、幅広い年代の方々にご参加をいただいたと

ころであります。 

問３ 意見交換会の時間は、ちょうど良いとの回答が約６割であった一方、短いと回

答された方が２割以上いらっしゃいました。 

  12ページをご覧ください。 

  問４ 議員定数については、「減らすべき」が約48パーセント、「今のままで良い」
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が約44パーセントと意見が拮抗しております。 

減らすべきと回答した主な理由は、人口減少や他町村との比較・均衡であり、今のま

まで良いと回答した主な理由は、きめ細かく町民の声を聴く大勢や議会活動の充実を望

むものであります。 

 13ページをご覧ください。 

  問５ 議員報酬については、増やすべきが約67パーセント、今のままで良いは約７パ

ーセントであります。 

増やすべきと回答した主な理由は、若い人を含めた人材確保の観点であり、金額につ

いては、２～３万円の増額とする意見や月額45万円は必要とする意見など様々な意見で

あります。 

 14ページをご覧ください。 

  問６ 議員のなり手不足対策については、報酬の引上げや議会活動・議員活動の見え

る化のほか、議員の講習会を望む意見などがありました。 

  15ページをご覧ください。 

  問７ 意見交換会の感想や町議会への意見・要望については、更に、町民の声を聴く

機会や意見交換の場を望む意見などが複数寄せられたところであります。 

  意見交換会報告書（案）についての説明は以上です。 

〇議長（寺林俊幸） ただいま、事務局から意見交換会の報告書（案）について説明があ

りました。 

意見交換会については、議員派遣として原則全議員で対応しましたことから、グルー

プワークによる意見交換の内容など、報告書の記載内容について、お気づきの点やご意

見等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

（異議なしの声あり）                   

〇議長（寺林俊幸） 他にご意見等がないようですので、意見交換会の報告書（案）につ

いては、次回の議会運営委員会で整理していただくことといたします。 

〇議長（寺林俊幸） 次に、⑵ 今後の進め方についてを議題といたします。 

  現在、議員定数及び議員報酬のあり方について議論しているところですが、今後、条

例改正を行おうとする場合の進め方について、ご意見等を伺いたいと考えております。 

はじめに、資料２について、事務局から説明を求めます。 

  議会事務局長。 

〇議会事務局長（佐藤勝博） あらかじめ配付しました資料２をご覧ください。 

本資料は、議員定数のほか、議員の報酬等や特別職の給与について、平成元年６月以

降の推移と、これらの条例改正の提案者について記載したものであります。 

  表の左側から順に、条例の施行年月日、議員定数、議長、副議長、委員長、議員、監

査委員のうち、議会議員と識見者に係るぞれぞれの報酬月額、更に、町長、副町長、収

入役、教育長に係るそれぞれの給与月額とその推移を記載しております。 

  また、表の下段の※印には、それぞれの条例の名称、一番下の※には、表中「発議」

の記載があるところは、議員発議による条例改正であり、それ以外は町長提案による条

例改正であることを表しております。 

  更に、表中、黄色の網掛け部分は、議員定数と議員報酬の条例改正、水色の網掛け部

分は、監査委員報酬の条例改正が行われたことを表しております。 

 はじめに、議員定数については、昭和22年５月から26人としてスタートし、以降、平
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成15年５月から22人、平成19年５月から幕別と忠類にそれぞれの選挙区を設けて、幕別

18人、忠類２人とし、平成23年５月から選挙区を廃止して20人、そして、令和元年５月

からは19人として現在に至っておりますが、いずれの条例改正においても、議員発議で

行われております。 

 次に、議長、副議長、委員長及び議員の報酬については、黄色の網掛け部分で条例改

正を行っておりますが、平成17年７月からの条例改正のみ議員発議で行われ、それ以前

の条例改正は、町長提案で行われております。 

 以上のとおり、本町では、これまで、議員定数と議員報酬を同時期に条例改正したこ

とがないという状況であります。 

 次に、監査委員の報酬については、水色の網掛け部分で条例改正を行っております。

このうち、監査委員（議会議員）の報酬額については、平成９年４月からの改正から、

一般議員の報酬額と監査委員（議会議員）の報酬額を合算した金額が、副議長の報酬額

と同額になるよう見直しが行われており、いずれの条例改正も、町長提案で行われてき

たところであります。 

 このほか、町長から教育長までの給与の改正の推移は、資料のとおりであります。 

今後、議員定数及び議員報酬に係る条例改正を行おうとする場合の提案のあり方等に

ついて、議会としての考えを整理していただく際の参考としていただきたいと考えてお

ります。説明は以上です。 

〇議長（寺林俊幸） ただいま、事務局から説明がありました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

 

（暫時休憩） 

 

〇議長（寺林俊幸） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

はじめに、今後、議員報酬に係わる条例改正を行おうとする場合の提案についてであり

ます。 

議員報酬に係わる条例改正にあたっては、特別職の給与の見直しと係わりがあります

が、今回は、議会において、議員定数と議員報酬の両方を同時に議論している経過など

を踏まえ、議会として議論を尽くし、議員定数と議員報酬は、議員提案する考えで進め

ることについて、ご意見等を伺いたいと思います。ご意見のある方は、挙手をお願いい

たします。 

（なしの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） ご意見等がないようですけれども、改めてお伺いいたしますけれど

も、議員定数と議員報酬は、議員提案する考えで進めてよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） それでは、議員定数と議員報酬は、議員提案で進めてまいりたいと

思います。 

次に、議会選出監査委員の報酬についてでありますが、議員報酬との関連性があり、

町長部局において非常勤特別職の報酬の見直しが行われない場合には、議員報酬に係る

条例改正にあわせて、議員提案する考えで進めることについて、ご意見等を伺いたいと

思います。ご意見等がある方については、挙手をお願いいたします。 

〇議長（寺林俊幸） ご意見がないようですので、町長部局において非常勤特別職の報酬
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の見直しが行われない場合には、議会選出監査委員の報酬についても、議員報酬の改正

とあわせて議員提案する考えで進めてまいるということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） では、そのよう進めてまいりたいと思います。  

次に、議員定数及び議員報酬のあり方については、先日の意見交換会においても、町

民の声を聴く機会や意見交換の場を求める意見が寄せられたところであります。 

先日開催しました議会運営委員会では、更により多くの町民の声を聴く必要があると

され、方法の一つとして、広報広聴委員会で協議をいただいている議会報告会と合わせ

て意見交換会を複数会場で開催するなどの提案が出されたところであります。これらに

ついて、皆様からご意見等を伺いたいと思います。 

ご意見等がある方について、挙手をお願いいたします。 

このことについては先ほど局長から説明がありましたけれども、議員提案をしていく

にあたっては、パブリックコメントをしていかなければならない。ただ、そこには定数

と報酬が明確な数字で議員提案される議案と同じものを出さなければならないという

ことでありますので、それは中々難しいであろうと。さすれば、パブリックコメントに

代えうる手法をとっていかなければならないというようなことから、このような提案が

なされております。ご質問がないようですけれども、このような方法で広報広聴委員会

とともに議論を進めていくということでよろしいでしょうか。 

谷口議員。 

〇16番（谷口和弥） ３会場で行った意見交換会で29人の方からご意見を聴いたことにつ

いての数の上での評価、町民との対話が十分かどうかの評価については、議会運営委員

会で議論された通り、十分でないだろうという考えでいるところです。それに代わる方

法というところで議会運営委員会で出た、広報広聴委員会のこれから予定されている議

会懇談会。これは議会基本条例によって、行うことを定められているそういう機会です

けれども、それと含めてどうかということの議長のお話であったと理解しています。 

今回、29 人の参加ということについては、人数は十分に集まっていただけなかった

なというふうに思っています。29 人の方からの声を聴いて、町民の声を聴いたという

こと には、ちょっと町民に説明するうえで、納得がいかれるには厳しいのではないか

なと思います。なんらかの施策が必要だということがあります。広報公聴委員会が行う

意見交換会については、私は副委員長ですけれども、広報広聴委員会で具体的な日程や

スタイルややり方も決めて、これから準備していこうという段階でありますが、その中

では今のことはもう一度、広報広聴委員会に持ち帰って議論しなければいけないですけ

れども、そうなれば大きな負担になるなと思っていました。役割は大事な役割ですから

そうなればやるしかないんですけれども、その前に手法の一つとして町民の声を広く聴

く、議会報告会で十分な人が集まれるかどうかという問題もあるわけです。やり方を

色々工夫した、会場色々やってもどうなのかということもあったりもする。 

方法の一つとして申し上げますと、音更町議会は定数削減ということを決めた。報酬

増についてはそれ以前の議会で決定して、５万円挙げたという経過があっての、議員定

数の削減でしたけれども、特別委員会を組織してやったと、そして、幕別町と同じよう

なスケジュールでこの議論が始まっているんですけれども、今年の春に 1500 人を無抽

出でアンケートをとって、そして回答率は 100 パーセントではもちろんないわけなんで

すけれども、そのことを町民の声として大きく取り入れて、特別委員会の中で議論し、



 6 

本会議で決まったということを報道されているところです。私は、このやり方が町民の

声を聴いたという中では、一番いい手法でないのかなと思っていて、今からできないか

と、当然予算措置もいるし、来年３月までのスケジュール感ということであるんだけれ

ども、そういう手法をとっていかないとこの問題がきちんと説明できない、町民に大き

な論を呼ぶそういうことになると危惧をしているところです。もちろんアンケート調査

が大事な議員の判断材料となって、結論としては定数削減を決めるわけだけれども、１

つの会派以外の３人の反対があったわけですけれども、残り全員が賛成したという結論

になった、このアンケートの結果が大きく判断に影響したのではないかということも付

け加えておきます。この手法が取れないかどうなのか、取れるものであれば取る、そう

いうふうにすることができないかと考えているところです。以上です。 

〇議長（寺林俊幸） 野原議員。 

〇８番（野原惠子） 私はこの意見交換会に 29 人の参加、非常に残念ですけれども少な

かったかなと思います。もっと町民の声を聴くということが必要だと思いますけれども、

この懇談会の中で様々な議員報酬と定数以外にも意見を述べたいという方も大勢いら

っしゃったのではないか。その中の発言の中で、この文章見ておられたんではないかと

思います。私はやっぱり今回行ったように直接対話するそういう方法が町民の意見を聴

くということでいいのかなと思っております。参加が少なかったというところでは議員

が働きかけて町民に参加してもらえるような手立てをとって、直接町民の声を聴いて判

断していくのがいいと思っております。ですから、先ほど提案が事務局からありました

ように広報委員会と一緒になって町民の意見を聴く、その手法がいいと思います。 

〇議長（寺林俊幸） 塚本議員。 

〇２番（塚本逸彦） 前回の議運でも提案したかと思うんですけれども、先ほど谷口議員

がおっしゃられたようなグーグルフォームのようなものを使って、アンケートを取ると

いうことも一案ではないかと思います。多くは住民の声が届いていないという声がこの

間の討論会、そのほか住民の声からも見えない部分がかなりありますので、広報の報告

会でもどれぐらい人数が集まるのか、前回と前々回比べると減っておりますのでそうい

いた意味、時間的な制約もないアンケートも平行して行うことも有効かと思います。 

〇議長（寺林俊幸） ほかにご意見等はございませんでしょうか。 

  酒井議員。 

〇７番（酒井はやみ） パブリックコメントでもアンケートでもやっていく際に、意見交

換とアンケートを先ほど平行とあったんですけれども、前段階で議会の意見を絞らない

といけないということなんでしょうか。パブリックコメントでないから絞らないでやる

という手法もあるということでしょうか。 

〇議長（寺林俊幸） 前回の議運の中でもご意見出てたかと思いますけれど、前回町民の

皆さんとの意見交換会でお示しした素案をまたそのままで、アンケートや今後の意見交

換ということには、もっと集約した中での取組でないと町民のみなさんの判断を仰げな

いではないかということはあると思います。本来であれば、やはり、提案するくらいま

での物を出せればいいんですけれども、アンケートにしてもそれは問われることだと思

います。議会としてアンケートを取る以上、幅を持った中でご意見いただけますかとい

うのもやはり前回と同じでは難しいんではないのかなと、今後の議会運営委員会の議論

の中で進めていただくものでありますけれども・・・。 

酒井議員。 
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〇７番（酒井はやみ） 先ほど事務局長の説明では、パブリックコメントをするにはきち

んとこれだという案を持たないとできない。けど、そこまで至ることが難しそうなので、

もっと意見交換会なりが必要だという説明があったと思うんですけれども・・・。パブ

リックコメントを出すまでのきちんとした案にならないでも、少し絞った状況で意見交

換やアンケートなりをやりたいということで理解はあってますか。 

〇議長（寺林俊幸） 町民と皆さんとの意見交換会をさせていただいた、それを踏まえて

議運でも議論を重ねているわけでありますので、今後議論を深めたのちに色々な取組を

していくわけですから、議会としての責任もそこには伴ってくるものだと思います。み

なさんの議論の中でできる限りの議論を尽くしながら数字を求めていくことが必要だ

と思います。 

  酒井議員。 

〇７番（酒井はやみ） 今発言された方たちの意見のように、できる限り意見を寄せてい

ただくということであれば、意見交換会とアンケートを並行してということがいいかな

と思います。 

〇議長（寺林俊幸） ほかにご意見ございませんか。ご質問でも構いませんけれども。 

内山議員。 

〇４番（内山美穂子） 並行して広報の報告会、あとアンケートというお話をされたんで

すけれども、そのためにはある程度数字とかそういったものをこれまでのような数字で

なくて、もっと集約してということだった思うんですけれども、中々今までの議論を考

えて行くと一つに集約できるかなというところに懸念を持っております。アンケートを

するには幅を持たせないでこういう考えですというふうに出すためには、その前にさら

なる議論が必要だと思うんですけれども、いつまでもというわけにもいかないと思うの

で、その辺の所を心配しております。 

〇議長（寺林俊幸） 山端議員。 

〇３番（山端隆治） 意見として聞いてほしいんですけれども、幅があることが問題だと

思います。前回の29人って参加された方はわかると思うんですけれども、一人の人が複

数会場出ているので実質29人いないんです。意見交換しても偏りますし、アンケートの

併用を望みます。広報広聴委員会で揉むには重すぎます。議会運営委員会でもうちょっ

ときちんと揉んでもらって、狭めてもらってこういうふうにしたいと提案できるように

した方がいいと思います。以上です。 

〇議長（寺林俊幸） ほかにはございませんか。ほかにご意見がないようですけれども、

多くの議員の皆さんからご意見等をいただきました。その中にはアンケートという手法

も何人の議員からも提案されましたけれども、幕別町議会でも議員定数・報酬等の議論

を進めていただくうえでアンケートという手法も必要になるかもしれないということ

で、予算措置はとっておりますので、可能ではありますけれども、今後においては更に

多くの町民の声を聴く機会や意見交換の場を設けることも必要だろうと思っておりま

すけれども、具体的な開催方法などについては、本日いただいたご意見等を参考に、次

回の議会運営委員会、またさらには、広報広聴委員会と議論していただき、決定をして

まいりたいと考えております。 

そのような進め方でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） 議案の１ 協議事項については以上となりますが、今後も、議員定
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数と議員報酬のあり方については、議会運営委員会で統一した意見となるよう更に議論

を進めていただきたいと考えておりますが、今後の議論に向けて、ご意見等がある方は

挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） それでは、本日皆様からいただきましたご意見等を参考に、今後も

議論を進めてまいりますので、議論の過程についても、全議員が情報を共有し、共通認

識を持っていただくよう議員間などにおいても連携に図っていただきますようお願い

いたします。 

〇議長（寺林俊幸） 次に、議案の２、その他に入らせていただきます。 

皆様から何かございますか。 

（なしの声あり） 

○議長（寺林俊幸） 事務局からありますか。 

（ありませんの声あり） 

〇議長（寺林俊幸） 以上で、本日の案件は、終了いたしました。 

これをもって、本日の全員協議会を閉会いたします。 

 

 

 


